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１．赤ひげバンク（医療従事者無料職業紹介所） 

（１）医師面談実績（新規分） （令和７年１月末現在） ５件 

（２）地域医療視察ツアー実績 （令和７年１月末現在） １２件 

（３）医師招へい実績（令和７年１月末現在） 

圏域名 人数 
内訳 

診療科 年代 性別 勤務形態 赴任時期 

隠岐 1 救命救急科 30代 女 病院 常勤 R6.8～ 

益田 1 小児科 30代 男 病院 常勤 R6.11～ 

松江 1 内科 70代 男 病院 非常勤 R6.5～ 

出雲 1 検診 70代 女 病院 非常勤 R6.5～ 

浜田 1 精神科 50代 男 病院 常勤 R6.6～ 

合計 5  

（４）広報等 

 ・県ホームページでの求人情報掲載（通年） 

 ・機関紙「島根の地域医療」の発行 

 ・「日本医事新報」等への医師募集広告掲載 

 

２．小・中・高校生への動機付け 

【参考：県内高校からの医学部進学状況】 
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令和６年度 島根県の医師確保対策の取組状況について 

 

資料１０   
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３．医学生向け奨学金 
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４．自治医科大学  

・大学説明会の実施（８月県内４会場 ２２名参加） 

・令和７年度自治医科大学第１次試験（１月２７日～２８日 サンラポーむらくも） 

・自治医科大学卒業生の動向（令和６年４月１日現在） 

 

 

※義務年限後の残留率 ４２／６８＝６３．２％       (注）上記には産休育休中の者を含む。 

 

５．研修医向け貸付金（産婦人科等研修医向け） 

  【目的】県内で勤務する若手医師確保 

【貸与額】2,400千円/年 最長 3年間貸与 

【貸与枠】４名 

【返還免除条件】 

（臨床研修医） 

 臨床研修後、引き続き後期研修を行い、県内指定病院で 3年間勤務 

（後期研修医） 

貸与期間の 1.5倍の年数を県内指定病院勤務（へき地の場合は同年数） 

  

 
 

 

 

 

 

地域枠出身・奨学金貸与者の勤務状況（令和６年４月現在）

区分
松江
圏域

雲南
圏域

出雲
圏域

大田
圏域

浜田
圏域

益田
圏域

隠岐
圏域

県内計 県外 合計

臨床研修 10 0 16 6 15 11 0 58 3 61

３年目以降 21 19 103 13 27 20 9 212 73 285

計 31 19 119 19 42 31 9 270 76 346

単位：人

県立病院
その他
病院

診療所 行政 県内計 自治医大 その他 県外計

義務年限内 6 16 1 1 24 0 3 3 27

義務年限後 14 16 12 0 42 2 24 26 68

合計 20 32 13 1 66 2 27 29 95

区分
県内 県外

合計

研修資金貸与者の勤務状況（令和６年４月現在）

区分
松江
圏域

雲南
圏域

出雲
圏域

大田
圏域

浜田
圏域

益田
圏域

隠岐
圏域

県内計 県外 合計

勤務医師数 4 0 26 2 3 1 1 37 9 46

単位：人
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６．代診医の派遣（令和７年１月末現在） 

    

 

７．県立中央病院地域総合医育成科における取組  

・島根県医療政策課付け医師２名を指導スタッフとして配置 

・自治医科大学卒業医師や地域勤務医師確保枠医師※に対する指導・キャリア支援 

（研究支援、プログラム支援等） 

・へき地診療所等での代診調整業務 

・総合診療医を目指す医師の育成・支援 

（島根大学医学部附属病院総合診療医センターと連携） 

・中学生向けメディカル・アカデミーの立案協力、講話、現場体験講師 

    

  ※地域勤務医師確保枠医師 

県が県職員として採用し、医師派遣する制度。採用後２年程度県立中央病院で研修を実施し、少な

くとも研修期間と同期間を地域の医療機関で勤務させる仕組み 

 

８．国への要望  

  ○県の重点要望［厚生労働省、文部科学省］（5月、11月） 

・都道府県が地域の実情に応じた柔軟な医師確保対策が実施できるよう、必要な財源を十

分に配分し、責任を持って支援を行うこと。 

・医師偏在指標や目標医師数、これらを用いた医師偏在対策の手法について、地理的条件

や診療科の偏在等、地域の実情を十分に反映するものとなるよう、見直しを行うこと。 

・医療従事者の働き方改革に係る検討も含め、医療人材の偏在解消など地域医療の確保に

向けた施策を強力に推進すること。 

・令和２年度開始の医師少数区域で勤務した医師を国が認定する制度については、認定医

師を管理者要件とする医療機関をすべての病院に拡大するなど実効性のあるものとす
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ること。 

・専攻医の定員設定にあたっては、医師の絶対数が少数の県にはシーリングを設けないな

ど適切な設定がなされるようにすること。 

・医学部臨時定員枠について、現在の枠を継続すること。 

・総合診療医の養成・確保に向け、大学（総合診療医センター）の取組が今後も推進され

るよう、継続的な財政支援を図ること。 

・医師養成体制の充実や大学によるへき地医療支援を促進すること。  など 

○全国衛生部長会を通じた国への要望 

・医師や看護職員の確保・育成について要望（3月） 

○全国知事会を通じた国への要望 

  ・医師確保対策に加え、中山間地域や離島等の医師不足、地域で必要とされる診療科医師

の不足等について、国が主体となり、責任を持って実効性ある対策を講じるよう要望（11

月） 

○中国地方知事会を通じた国への要望 

  ・地域医療の確保に向けた共同アピールの採択（５月、10月） 

 

 


